
役員報酬規程

第 1条  (目 的)

特定非営利活動法人女性のスペース「結」の理事及び監事に支給する報酬その他の給与の

取 り扱いに関する事項で、法令または定款に別段の定めのある事項以外については、この規

定の定めるところによる。

第 2条  (報酬の支給)

特定非営利活動法人女性のスペース「結」の理事及び監事に報酬は支給 しない。ただし、

使用人兼務役員については、従業員分の給与を支給する。また、交通費や立替金精算などの

支払いは費用の弁償として、支払 うものとする。

附則

この規程は平成 27年 1月 1日 より施行する。



職員給与規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人女性のスペース「結」の職員の給与に関する事項を定めた

ものである。

(給与の構成 )

第 2条  給与の構成は、基本給と通勤手当とする。

(基本給 )

第 3条 基本給は時間給とし、本人の職務内容、経験、技能、勤務成績、年齢等を考慮 して各人ごと

に決定する。

(通勤手当)

第 4条  通勤手当は、非課税限度額の範囲内で、通勤に要する実費に相当する額を支給する。ただし

相談員については、通勤手当を支給 しない。

(給与の計算期間及び支払日)

第 5条  給与は、毎月末日に締切 り、翌月 20日 に支払 う。ただし、支払 日が休 日に当たるときは、

その前 日に繰 り上げて支払 う。

2 給与はその全額を通貨で本人に直接支払 う。ただし、本人の同意があるときは本人が希望する

金融機関の日座に振 り込むこととする。

3 次のものは給与より控除する。

① 法令にもとづくもの

② 職員代表との協定に基づくもの

(給与の計算方法)

第 6条  給与は、時間給に労働時間数を乗 じて計算する。ただし、給与計算期間ごとに集計 した労働

時間に端数がある場合は、切 り捨てて処理をする。

(欠勤等の扱い)

第 7条  欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、給与は支給 しない。

(基本給の決定)

第 8条  基本給は、原則として毎年 4月 1日 に決定する。

(賞 与)

第 9条  賞与は支給 しない。

(退職金 )

第 10条 退職金は支給 しない。

附則

第 1条  この規程は平成 27年 4月 1日 より実施する。



書式第 17号 (法第 55条関係)

54 2 3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

特

法人名 認定特定非営利活動法人 女性のスペース結 事 業 年 度 2020年 4月 1日 ～2021年 3月 31日



借 先入 金    額

該当なし 円

円

△
ロ 計 円

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)収益の源泉別の明細

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取会費 正会員受取会費 852, 000円

サポー ト会員受取会費 315,000円

受取寄付金 1,493, 000円

寄付プログラム収入 LIFULL寄付プログラム 3,000, 000円

事業運営補助金収入 UBS緊急支援金補助金収入 89, 230円

内閣府 (埼玉県)性暴力 DV被害者等支援交付金補助金収入 5, 502,000円

埼玉県民間団体育成事業費補助金収入 388,287円

事業助成金収入  東都生協子ども食堂助成金 100,000円

越谷市自立支援団体助成金収入 1,619,024円

パブリックリソース財団助成金収入 1,443, 500円

中野区助成金 52, 892円

J―Coin]基金助成金 1,000,000円

中野区助成金 (子 ども食堂) 300,000円

事業委託金収入 越谷市男女共同参画相談業務委託収入 12,187,560円

埼玉県婦人相談センターー時保護事業委託収入 235, 920円

埼玉県継続的自立支援事業委託収入 650, 000円

武蔵村山市相談事業委託収入 90,000円

武蔵野市女性総合相談事業委託収入 539, 550円

川口市女性のための悩みごと相談事業委託収入 208,000円

西山ガーデンハウス賃貸管理業務委託収入 2, 640, 000円

自主事業収益 616,935円

雑収入 311,813円

受取利息収入 41円

△
口 計 33,634, 752円

(2)借入金の明細

(3)その

該当なし



資産の譲渡に係る料金及び条件等

資産 けに係る料金及び条件等

役務の提供に係る料金及

料 金 条  件  等譲 渡 資 産 の 内 容

該当なし 円

円

円

円

円

料 金

円

円

円

円

円

条  件  等貸 付 資 産 の 内 容

該当なし

料 金

円

円

円

円

円

条  件  等

該当なし

役 務 の 提 供 の 内 容

3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引



及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位5者

用の生ずる取 |の 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

12,187,5α)円 男女共同参画相談業務委託収入

5,502,Oα)円
性暴力 DV被害者等支援交付金

事業運営補助金収入

2,640,Oα)円 賃貸管理業務委託収入

1,619,024円 自立支援団体助成金収入

1,443,500円 学習支援事業助成金

取引金額氏名又は名称 住所又は所在地 取 引 内 容 等

4,013,750円 専門相談員報酬

給与

1,937,5(Ю 円 給与

1,268,500円 専門相談員報酬

954,000円 専門相談員報酬

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付け む )

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月 日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等取引先の氏名等

円該当なし

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

2019.6.3 130,800円 税理士報酬  1年 分

2020.7.19 71,500円
労働保険申告等報酬

1年分

円

円

円

円

4 寄附者に関する1事項l[④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万円以上であるも の氏名並びにその び受領年月日

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

__琢Й4∠_____…__

5 給与の総額l等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]



給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

24人 16. 389。  275円

6 した [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

し
円

円

合   計 円

7 る (その金額が 200万 円 に限る。)[⑦200万円以下の海外へ

しを行っ び使途並びにその実施日]

金   額途使実  施  日

円

円

円

円

円



法人名 認定特定非営利活動法人 女性のスペース結 チゥグ旧

3… び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1}役員及びその親族等

② 特定の法人の役員測ま使用人である者及びこれらの者の親麟蒔

口 各社員の表決権が平等であること

′

ハ 会計について

…

又は監壺法人の監査を受けていること、又:力帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書嬌の保翻こついて青色申告法人に準じて行われていること

二 支出し

'こ

銭 ¨ 簿lらかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

⊂冷⑥

最も′畷勉つい「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の規

族等」のグループの人数

割 合

(④=0)

① ② ③ ④ ⑤

○ 劉″年4月 1日～
`貶

1年 3月 31日 10人 0人 0% 0人 0%

⑥
人 人 % 人 %

◎
人 人 % 人 %

①
人 人 % 人 %

◎
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

0主 2)

各欄の沢蜘申よ 第3薇付衰1「役員の状況」から転配してくださし、

③臓び0こついて:よ ′I輯以下第2位を切り捨てた破饉を記摯してくださしヽ

(1月)33. 333・・・96 ‐・  33. 3%

ロ

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条。51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (弔

"D

嵯菫中∞

・

…

ェック表 G3つ :よ 鱗齢5勲
「

1剰義 づく書類 (役員欄団臓期□HD‥ 」れて も1聞曖び添

付する必要があります。その場合、上記口の田いの必要はありません。

・ 目定の有効朔口Di更新の申請に当たって:よ 法第騒彙第1項に基づく書願 (役員報■目燿崎提出■嘱)に出載した事項について、

添付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

Q_塁堂墨垣重整Ω回国L」国理□胆型墨回艶塁塁』轟国塵墾襲二璽塾二墾嚢L_

項 目 ○ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている いいえ

はい

いセヽえ

l'」にい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (りCD

∝憲中D
認定の有効醐間D更新の申請に当たつて:ム 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬畑樫専島出口順)i=記載した事項について、改

めて配職す銀 はありません。

エ

○ 二において、「費途が明らかでない支出」と:よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、:法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできませヽん。

注 意 事 項記 載 要 領項    目

区分欄の「③」から 口C迪 欄に1ム 実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載しま・九

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、い②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記しま・九

イの各欄

該当する一方を「○」で囲みます。

「止記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

:ま 「定款 (又は会員D第〇条に正会員の表決権 (又は議決

精∋は平等に一票を与えると規定」のように記載しま
‐
九

口の各欄

① 「会計について公議会計士又は監査

法人の監査を受けている」Q「 !ま墜L
lLI`⊇」_1し 1!生」』ヒai≦1菫匿菫菫廻壁]置i盪」墨魯

付区 ≦だ|さ工L
② 「帳簿書類の備付け、取引の調録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

した畷疑卜に墜=隻強塁壺塁聾≧』墨整阻

亜ヒ塑塵墨こ二重国EL`菫並圭:し≦i≦:二菫型堕L

じて行っている」の 町まШ _ lr 16l

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、口③」から昴◎1について|ょ 上記イに記載する各

期間 (輌③」から「◎」)を示したものです。

ハの各欄

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から獨◎」については、上記イに記載する各

期間 (口③」から椰◎り)を示した

~の
各欄

記載要領の補足

いヽえ



法人名
認定特定非営利活動法人

女性のスペース結
④ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 10人 人

0人 人

0人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

○ ⑥ ◎ ① ◎ 申請時
就任・退任

年月日

西山 美幸

中村 敏子

松本 麻利

荒牧 (鶴員 )

真由美

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

H15.5。

6就任

H15。 5。

6就任

H17.5.

22就任

H24.5。

27就任

野部 保

町村 (井 上 )

匡子

菊地 昭子

泊 由貴子

入江 直子

理事

理事

○

○

H24。 5。

27就任

H24.5。

27就任

H24.5。

27就任

理事
○

理事
○

R2.5.

31就任

監事
○

H15。 5。

6就任

小野 良子 監事
○

H15.5。

6就任



法 人 名 認定特定非営禾:雌:藪法人 女性のスペース結

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 調帳の時期 保存期間

総勘定元帳

装丁帳簿

(会計ソフト会計王使用)

1週間ごと 7年

仕訳帳

ルーズリーフ

(会計ソフト会計王使用)

1週間ごと 7年

補助簿

ルーズリーフ(エクセル及

び会計ソフト会計王使用)

1週間ごと 7年

現金出納帳

ルーズリーフ(エクセル及

び会計ソフト会計王使用)

随時 7年

給与台帳

ルーズリーフ(エクセル及

び会計ソフト会計王使用)

1か月ごと 7年

書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(配:側:罐D

・ r伝票又:劇臓障名」欄は、例えば n晩金出納幅コ、「鶴勘定元幡L『経費帳」などのように配載します。

・ 『左の根中等の形態』欄は、「3'臓臓事伝票」、「′ι″・ズリーフ」、「装T幅障」などのように記載します。

・ 『■謝Ю時期」欄は、『毎日」、「二週間ごと」のように配載します。

・ 認定の有効醐間D更新の申請に当たつて:よ 法第5条第1項に基づく:口順 (役員報酬颯程等島出書類):こ記載した内審に変更

がないとき:よ 添付を省略することができます。



法人名 認定特定非営利活動法人 女性のスペース結 チリ列旧

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動蒔を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の醸渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補渚若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額070%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

◎ ① ◎ 申南事寺③ ⑮口
日項

有 。無 有 。無 有・ 無有・① 有・無 有 。無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教fヒ育成する活動

有・無 有・無 有・ 無有。① 有・無 有・無
政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動

有 ・無 有・無 有・無 有・ 無有・① 有・無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申罰中寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規櫛 警似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して騎努:に廂溢の供与の有無

有。③ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における′価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して4鵠 :に澤1溢:の供与の有無

有。③ 有。無 有・無 有 。無 有。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して嘱諷:にパ1溢の供与の有無
有・⑬ 有。無 有・無 有・無 有。無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無
有。③ 有。無 有 。無 有。無 有。無 有・無

,書式第 10号 (法第 44条・ 51条・58条関係 )

認定基準等チェック表 (第 4表 ) (初葉)

∝菫1申D
・  曜腱甕陣等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書順 (役員報酬槻慶崎提出書驀Dの颯出時においても配載

及び添付する必要があります。その場合、曜職甕陣導チエツク表 第4表 (次葉)01戯び二)」 の配職及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効醐間D更鰤の申請に当たつてlよ 法第5条第1項に基づく書類 (役員欄囲躙櫻専口出口嗣):=記載した事項につい

て、添付を枷略することができます。

ノ



書式第 13号・ (法第 44条・51条・58条関係 )

ェック 5

∝菫申0
・ 認定基準等チェック表第5表:よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの提出時に配載及び添付する必要が

あります.

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 添付の必要はありません。

法人名 認定特定非営利活動法人 女性のスペース結 チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の醸渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

その予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※闘臓こ目する綱則 0繁薗卿D等があ輸 ヨよ その細田 悧ν覇膚D等を添付してくださしヽ

① 事業報告書等 停業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、鍛 名簿、傾 のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:謝動

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記哉した書類

前事業年度の役員:報酬又硼職員給1与の:支給に関する,規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員σ凛已偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額強酬こその相手先及び支出年月日

⑦ 海外′ヽの送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びに́ [σ)リヒ施日

意同

(D しない

イ

ロ

①l助成金の支給を行った場合に事後la所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し (その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後lコ酷庁に提出した書類の写し

ノ

′ヽ



ヽ

書式第 14号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 認定特定非営利活動法人女性のスペース結

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

旬 爛

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(洒目期目D
・ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書Dの 提出時に当たつて「よ 認定基準等チェック表 (第6表及び第8表)

は、配載する必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記職の必要はありません。また、法

第55条第1項に基づく書類 (役員網目腸躍霞詢割‖HD.に記載した事項について、改めけ る必要はありません。

6実 績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄1庁に提出していること

特定非営利活動促進法第盤条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎

有 ・ 無 有 ・ 無 有 缶 有 鉦 有 」mE

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有・ ③ 有 ・ 無 有 0無 有 任 有 征 有 」mE

O目睫葬闘議ェック表 G"鋤 :よ 澤第5条第1剌4:づく1鵬:(役員細昴熙晏議艶書DC瀬出申こ目蘭汲

び添付する必要があります。



書式第 15号 (法第 44条・51条・58条関係 )

欠格事由チェック表

法人名 認定特定非営利活動法人 女性のスペース結 チェック欄

次のし

は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り

合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

日 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法2M条等倒日隕1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等
q□頭2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされてしヽるもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人
3

『

5 日から しない法人

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力国の構成員等の統‖下にある法人

1 ち、次のし

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定メ1者申:膳動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

禁鋼以上の刑に処せられへそα鴻妬子を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5
有。①

しない者の有無

特定非者利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に販 したことにより、若しくは刑

法第2“ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る1法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その開行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

イ

ロ

有・①

①

ハ

有

有

出 ・ヽ (2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

ヽ|tL\. (3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国飩又は地方税の滞悧砒郷叫好勲 さ`れているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過 は い ・

しない法人

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記14」菫型コ菫塑塑壁型盪墾逮菫建量塑:菫菫:墨!塾:壁!書

_I量2■』三:堕【型E望」団1団饉誉曇聾量墜≡菫丞I』重区El拉星奎LLI:菫1塵≧塁!菫菫1週]盤聖

`述

望]日ζコ」堕聾]□[騒置重壺』コヱL二生___

(注 1)その他の事務所がある場創ま、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2

添付

「

τ¬
EE」

ltv'. (国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人5

6 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 _出 ■ヽ⊆ェ⊇
暴用 1又 :き勅 団a鮨鮨晏●颯制下にある法人 |か 。C壼|)


